
平成１７年９月２５日 中小企業だより 第三種郵便物認可□

1

中小企業庁、新指針の普及啓発へ

－中小企業庁－

日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所及び企業会

計基準委員会は、このほど「中小企業の会計に関する指針」を公表した。

この指針は、同４団体、学識経験者並びに中小企業庁、法務省及び金融庁

が参加して「中小企業の会計の統合に向けた検討委員会」を設置し、a中

小企業が計算書類を作成するに当たって拠ることが望ましい会計処理、s

会計参与設置会社が計算書類を作成するに当たり拠ることが適当な会計処

理、を示す指針について検討した結果を取りまとめたものである。従来か

ら中小企業の会計のあり方については、中小企業庁策定の「中小企業の会

計」等、いくつかの資料が併存。中小企業庁では、この指針がこれらを一

本化したものと判断して今後、この指針の普及啓発に取り組んでゆく方針。

（指針の詳細はhttp://www.asb.or.jp/j asbj/pressrelease/sme/sme.htmlを

参照。）――指針の概要は次のとおり。

＜本指針の概要＞

一　総論

１　目的

本指針の目的は、q中小企業が計算書

類を作成するに当たり拠ることが望まし

い会計処理、w会計参与設置会社が計算

書類を作成するに当たり拠ることが適当

な会計処理を示すことにある。

２　対象

本指針の適用対象は、いわゆる公認会

計士監査を受けるため一般に公正妥当と

認められた企業会計の基準（以下「会計

基準」という。）に基づき計算書類（財

務諸表）を作成する公開会社等を除く株

式会社とする。また、有限会社、合名会

社又は合資会社についても、計算書類を

作成するに当たり本指針に拠ることを推

奨している。

「中小企業の会計に関する指針」を公表「中小企業の会計に関する指針」を公表
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３　本指針の作成に当たっての方針

基本的に取引の経済実態が同じであれ

ば、同じ会計処理となるように一つの会

計基準を適用するべきであり、本指針は、

このような考え方を基本としている。一

方で、コスト・ベネフィットの観点から

中小企業の規範として活用されやすいよ

う、簡便な会計処理や、一定の場合には

法人税に定める計算方法を会計処理に活

用することも認めている。

４　本指針の記載範囲及び適用に当たっ

ての留意事項

中小企業が計算書類を作成する上で拠

ることが望ましい会計処理を網羅的に示

すことはおよそ不可能であるため、必要

と考えられる会計処理について重点的に

言及している。

二　各論

１　金銭債権

金銭債権はその債権金額を付すことが

原則であり、金銭債権の取得価額が債権

金額と異なる場合は、取得価額で計上す

ることができるとしている。

２　貸倒損失・貸倒引当金

a 貸倒損失

貸倒損失については、法的に債権が

消滅した場合のほか、回収不能な債権

がある場合には、貸倒損失として債権

金額から控除するとし、損益計算上の

表示について示している。

s 貸倒引当金

「金融商品に係る会計基準」の区分

に即した分類に基づいて取立不能見込

額を算定することを原則としている。

ただし、中小企業における実務上の便

宜を考慮して、法人税法の区分に基づ

いて算定した貸倒引当金繰入限度額

が、原則的な区分に基づいて算定した

取立不能見込額に明らかに満たない場

合を除き、法人税法上の繰入限度額を

採用することも認めている。

３　有価証券

有価証券については、「金融商品に係

る会計基準」の定めを基礎としつつ、中

小企業に対する配慮及び重要性を勘案し

た取扱いを示している。

４　棚卸資産

棚卸資産の評価基準として原価法と低

価法を示し、低価法を採用する場合の時

価としては、正味実現可能価額が原則で

あることを明示した上で、実務上の配慮

から、再調達可能価額も採用することが

できることも併記している。また、中小

企業の実務を考慮して、中小企業におい

ては広く採用されている最終仕入原価法
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については、期間損益の計算上著しく弊

害がない場合に限り、認めることとして

いる。さらに、棚卸資産について評価損

を計上しなければならない場合につい

て、具体的に例示している。

５　固定資産

a 減価償却

固定資産の減価償却については、経

営状況により任意に行うことなく、定

率法、定額法その他の方法に従い、毎

期継続して規則的な償却を行うことと

している。ただし、法人税法の規定に

よる償却限度額をもって償却額とする

ことも認めている。

s 減損

予測できなかった著しい資産価値の

下落があった際には、減損額を控除し

なければならないこととしている。

具体的には、固定資産としての機能

を有していても、q将来使用の見込み

が客観的にないこと、又は、w固定資

産の用途を転用したが採算が見込めな

いことのいずれかに該当し、かつ、時

価が著しく下落している場合には、減

損損失を認識するものとしている。

d ゴルフ会員権

時価があるゴルフ会員権について時

価が著しく下落した場合、又は、時価

がないものについて発行会社の財政状

態が著しく悪化した場合には、減損処

理を行うこととしている。

６　繰延資産

商法上の繰延資産（本来の繰延資産）

と法人税法上の繰延資産の取扱いについ

て個別に述べ、税法固有の繰延資産は、

商法上の繰延資産とは区別するために

「投資その他の資産」に長期前払費用等

の科目を付して表示することを明示して

いる。

７　退職給付債務・退職給付引当金

退職給付制度については、次の区分に

分けてそれぞれ取り扱うこととしてい

る。

a 確定給付型退職給付債務の会計処

理－原則法

s 確定給付型退職給付債務の計算方

法－簡便的方法

d 中小企業退職金共済制度等の会計処

理

f 退職金規程がなく、退職金等の支払

に関する合意も存在しない場合

なお、本指針適用に伴い新たな会計処

理の採用により生じる影響額（適用時差

異）については、財政状態及び経営成績

に大きな影響を与える可能性が高いこと

を考慮して、本指針適用後、10年以内の

一定の年数又は従業員の平均残存勤務年
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数のいずれか短い年数にわたり定額法に

より費用処理することができることとし

ている。

８　税効果会計

税効果会計の適用に当たり、一時差異

（会計上の簿価と税務上の簿価との差額）

の金額に重要性がない場合には、繰延税

金資産又は繰延税金負債を計上しないこ

とができること、及び繰延税金資産の回

収可能性を判断するに当たっては、収益

力に基づく課税所得の十分性に基づい

て、厳格かつ慎重に行わなければならな

いこととしている。

９　資本・剰余金

自己株式の取得は、他の有価証券の取

得と異なり、資本の払戻しの性格を有し

ているため、取得価額をもって資本の部

から控除して表示することとしている。

10 その他

本指針では、経過勘定等、金銭債務、

引当金、税金費用・税金負債、収益・費

用の計上、外貨建取引等、計算書類の注

記、後発事象、決算広告と貸借対照表及

び損益計算書の例示及びキャッシュ・フ

ロー計算書についても、それらの取扱い

を示している。


